
介護に関する地域の相談窓口として

住み慣れた地域で自分らしく生活ができるようお手伝いします。
いま介護で困っていること、将来の介護で不安なこと、はじめての介護は
わからないことばかり。
白ゆりあいの里では、みなさまの“介護に関わる生活の変化”や“困りごと”

の相談に、ケアマネジャーが対応いたします。

Q１「どうやって介護保険を利用できますか」

Q２「将来の介護に不安があるので相談だけでもいいですか」

Q３「自分の住んでいる地域で使える介護サービスは何があるのだろう」

介護で感じる不安を少しでも解消するためにお役立てください。
まずはお電話でご相談ください。

ご 案 内
ケアマネについて

居宅介護支援事業所

白ゆりあいの里
kyotakukaigosienjigyousyo shirayuriainosato

ホームページはこちらから
https://www.h-yuuseikai.or.jp/

北区 東区
お電話ください。ご自宅までお伺いします

対象地域：札幌市全区・石狩市（浜益地区を除く）
石狩郡当別町のうち太美町、太美南、太美スターライト

獅子内、ビトエ

インスタグラムはこちらから
yuuseikai_shirayuri

TEL：011-770－5884

介護に関する地域の相談窓口として
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情報誌『めりぃさん』による取材記事より



〒002-8073 札幌市北区あいの里3条8丁目14番1号/ 社会福祉法人 悠生会 居宅介護支援事業所 白ゆりあいの里
電話 011-770-5884  / FAX 011-770-5565 事業所番号 ０１７０２０９１７５

お電話でご相談ください。
①申込み①申込み

ケアマネジャーが訪問させて頂き、状況確認や詳しい説明をさせて頂きます。

②訪 問②訪 問

契約内容や重要事項についてご説明させて頂きます。
同意いただければ、ご契約となります。

③契 約

ご本人、ご家族、サービス事業所にお集まり頂き打ち合わせをします。

④サービス担当者会議④サービス担当者会議

ご本人、ご家族と相談の上、ケアプランを作成します。
⑤ケアプラン作成⑤ケアプラン作成

ケアプランに基づいたサービスが開始されます。
⑥サービス提供⑥サービス提供

居宅サービス計画（ケアプラン）
の作成やご提案

在宅介護や介護保険に
関するご相談

介護サービスの紹介や
手続きの代行

保険・医療・福祉・介護
サービス事業者との連絡・調整

住宅改修や福祉用具購入の
ご相談

地域のみなさまが安心して
在宅介護ができる支援を
させて頂きます

サービス内容ケアマネジャーによる についてのご案内

申し込みからサービス提供までの簡単な流れ
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